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ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会 

《被爆者運動に学び合う 学習懇談会》シリーズ 4 

「要求骨子」から「基本要求」へ 

＝＝ 国家補償論の発展をふり返る＝＝ 

2016.6.4 栗 原  淑 江 

 

はじめに 

 ○ 被爆者の要求とそれを支える理論（被害論、責任論、「援護法」論）は、国の施策との切り結び

の中で発展してきた。 

 ○ 被爆者対策の理念をめぐる争点 

  ：「要救済状態」に対する社会保障か、戦争のもたらした被害に対する国家補償か 

 ○ 被団協の運動と国民世論に追いつめられ、政府は現行法の改善で対応 

 → 現行施策の徹底活用をつうじて、制度の限界、国家補償でないと実現しえぬもの、を明らか

にしてきた 

 

Ⅰ 前史：「要求骨子」の発表まで―― 要求項目（とその根拠）の変遷 

○ 広島県原爆被害者大会 決議文 1956.3.18 

一、原・水爆禁止運動を促進しよう 

  （略） 

一、原・水爆被害者援護法（仮称）を制定し原水爆被害者に国家補償を与えよ。 

１．被害者の身体および生活面の調査 

２．生活保障や診療条件を拡大し、すべての被害者に十分な診療の機会を 

３．原爆障害者の治療費を全額国庫負担に 

４．広島に国家の手で原子病治療研究所の設置を 

５．郡部の被害者に巡回治療、広島市に宿泊施設間議を 

一、原爆被害者の自立更生の途を講ぜよ。 

  （略） 

 

〔同大会における藤居平一発表用草稿「原爆被害者への国家保障について」より〕 

 国家保障の前提となるものは、国家が行ふ原爆による被害の実相調査でなければならない 

 国家保障について：精神的、いのち及健康に関して、第三には生活の保障 

１．原爆症の根治療法がない→国において治療法の確立を。原水爆所有国は国際道義上からも治

療法の確立すると共に、これを広島・長崎の被害者の為公表せよ。 

２．原爆症の早期発見と早期療養以外に方法がない。政府からは過去十年間治療費は一文も支出

されず。何故予算に組まれぬか不可解。治療法を出してもらふ為には原爆被害者援護法（仮称）



‐２‐ 

 

とかいふ立法化がなされなければ予算には計上出来ない国の仕組みになっているので、早急に

これを実現させ、原爆症患者に対する治療費の全額国庫負担を。 

３．早期発見、早期療養の為には、国家による健康管理の実施。 

４．以上の点から原爆被害の調査、研究、治療期間を国家によって設置し、国費による維持運営

を。 

 

○ 原水爆被害者全国大会決議 1956.8.10 

当面の主な目標と方針 

二 被害者の医療と生活を守るため、「原水爆被害者援護法」および「「原水爆被害者健康管理制

度」をつくらせよう。 

四 原爆症の根本治療を実現するため、世界の各国の協力で「国際放射線医学研究機関」をつく

らせよう。 

 

○ 原爆被害者援護法案要綱（日本被団協案）1956.9.27  

第一 方 針 

一、国費により、原爆被害者の医療と必要な生活の保障を行うこととする。 

 原爆被害者とは、原爆障害者及び原爆死没者ならびにそれ等の者の同一世帯員（略）をいう。 

 原爆被害者については、次のような特異性が認められるので、これが医療と必要なる生活の保

障は、すべて国庫負担によることが妥当と考えられる。 

（科学的にみて／医学的にみて／経済的にみて／ 

 政治的にみて：原爆被害者は国の責任において遂行した戦争による犠牲であり、原爆という当

時においては予想を絶する特殊兵器によるものであるから、…全く個人の責任範囲外の被害であ

るから、これが治療と生活については国の責任で行はれるべきである） 

第二 要 領 

国費による治療／障害年金、治療手当・療養手当／原爆死没者に弔慰金、遺族に遺族年金／原爆

障害者の調査と治療の研究機関設立／被爆者の健康管理 

 

 cf．社会党私案「原爆症患者援護法案要綱」 1956.8.16 

 

● 「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」（医療法） 1957.4.1施行 

 目 的：広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者が今なお置かれている健康上の特別の

状態にかんがみ、国が被爆者に対し健康診断及び医療を行うことにより、その健康の保持及び向

上をはかることを目的とする。 

 被爆者健康手帳を交付された「被爆者」と、国庫で治療を受けられる「認定患者」 

 特別立法の根拠づけ：医療の給付（７条１項） 

 厚生大臣は、原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し、又は疾病にかかり、現に医療を要する状

態にある被爆者に対し、必要な医療の給付を行う。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の放射

能に起因する者でないときは、その者の治ゆ能力が原子爆弾の放射能の影響を受けているため
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現に医療を要する状態にある場合に限る。 

 （→ 度重なる改正 1960 「特別被爆者」と一般被爆者、「医療手当」に所得制限） 

 

○ 日本原水協『原水爆被害白書―かくされた真実』 1961.7 

被爆者の要求 

１）完全な健康管理  健康診断、治療、根治療法の研究 

２）経済生活の安定  生きていかれるだけの「収入」と治療のための「費用」の保障 

３）失ったものに対する補償 

 ２つの性質をもっている：① 金銭による補償、② 原爆被害の責任、戦争責任を明らかにす

る問題（「アメリカは賠償しろ」「アメリカにかわって（賠償請求権を放棄した）日本政府が賠

償せよ」、日本の戦争指導者にたいする補償要求） 

４）ふたたび自分たちと同じ被害者をつくらないことへの要求 

 

○ 日本被団協 第六回総会決定・決議 1961.8 

一、国家補償にもとづく援護法を制定せよ 

一、原爆症の根治療法研究機関を設置せよ 

一、被爆後の出生児に手帳を交付せよ 

一、特別手帳を全被爆者に交付せよ 

一、一般疾病に対する医療費を全額支給せよ 

一、傷害年金並びに遺族年金を支給せよ 

一、医療手当の所得制限を撤廃せよ 

一、医療法施行にともなう事務費を増額して法の完全実施をせよ 

 

○ 『原爆被害の特質と被爆者援護法の要求』（つるパンフ） 1966.10.15  【資料①】 

原爆被害者援護法がまだ制定されていない理由 

１．「原爆被害と被爆者の社会的困窮との因果関係が証明されない」こと 

２．「一般空襲による被害者と原爆による被害者とを区別するのは不公平である」こと 

３．「現在の社会保障法の体系は、現状の保障はするが原因には遡及しないことになっているので、

原爆被害者援護法は法体系の枠をこえる」こと 

これに対して、次の３点から反論 

原爆被害の特殊性 

原爆被害と被爆者の社会的困窮との因果関係     【資料②】 

 ① 放射線被害の特質（被爆者の病気とは） 

 ② 家庭崩壊     →「原爆症と貧困の悪循環」 

 ③ 家屋・財産・職業労働の場の喪失 

原爆被害者に対する国家の責任      【資料③】 

「国家は自らの責任において開始した戦争により、国際法違反の原爆投下による被害を招い

た結果責任と、被爆後、今日まで援護法を制定しないまま放置した責任とを認め、あわせて
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憲法第二五条に規定されている国家の社会保障責任をみとめることにより、原爆被害者の特

殊な条件を考慮し、原爆被害を「補償」し、完全な医療保障と生活保障を綜合的に行うべき

である」 

（以下の論述は、主として「社会保障責任」に力点がおかれている。） 

 

１３項目の要求：以下に列挙する諸項目は、原爆被害者の当面の切実で特殊的な要求のみをとりあげ

たものであり、原爆投下以来今日までの精神的苦しみに対する慰謝料や、家屋、財産の

喪失に対する賠償金などの複雑な問題は、今後検討を続けるべき課題として留保する。 

 １ 無料医療の実施 

 ２ 特別被爆者手帳を全被爆者へ 

 ３ 原爆被爆者健康手帳の交付範囲の拡大 

  ａ沖縄在住被爆者 ｂ被爆二世 ｃビキニ水爆被害者 

 ４ 健康診断の改善：ａ一般健康診断項目の改善 ｂ精密検査の改善 ｃ検査を受けるには随

時自分の選んだ病院へゆけること 

 ５ 検査・治療のための交通費・旅費の支給 

 ６ 指定医療機関の増加 

 ７ 認定制度の廃止 

 ８ 特別な治療法の採用 

 ９ 原爆後障害症治療・研究機関の拡充 

１０ 援護給付金の支給 

  ａ遺族年金 ｂ障害年金 ｃ保健手当 ｄ特別援護手当 ｅ医療手当 ｆ弔慰金 

１１ 福祉施設の設置と相談事業・職業補導 

１２ 所得税の減免 

１３ 援護法の運用のための民主的審議機関・審査機関の設置 

 

● 「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」（特別措置法） 1968.9.1施行 

目 的：広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者であって、原子爆弾の傷害作用の影響を

受け、今なお特別の状態にあるものに対し、特別手当の支給等の措置を講ずることにより、その

福祉を図ることを目的とする。 

諸手当の創設：特別手当、健康管理手当、介護手当 

所得制限の導入（社会保障のたてまえ） 

病気や年齢による制限 

認定制度を根幹として医療法があくまで土台になった法律 

 

○ 「私たち原爆被害者の基本的要求」（26項目の要求） 1971.9第 15回総会決定 【資料①】 

「被爆者年金」の要求：すべての被爆者にその総合的被害を償い、再び被爆者をつくらぬ決意をこめ

て、被爆者年金を支給せよ 
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Ⅱ「原爆被害者援護法案のための要求骨子」1973.4 ～野党共同援護法案の提出 

（１）要求項目の整理 

  われわれの要求する援護法の基本内容の骨子 １４項目に整理・統合 【資料④】【資料⑤】 

  財産についての補償は、今後の問題として保留 

 

（２）「要求骨子」の被害論と責任論 

○ パンフ『原爆被害の本質と原爆被害者援護法の要求』（専門委員会） 

原爆被害の特質 ① 奇襲性、② 無差別性、③ 全面性、④ 全人性、⑤ 持続性  【資料⑥】 

原爆被害に対するアメリカ・日本両政府の責任 

 加害の責任は、第一にアメリカ政府（明らかに国際法規としての戦争法規に違反した犯罪） 

 日本政府も重大な責任を負っている。 

 ① 自らの責任で戦争を開始し、しかも国民総動員体制のもとに国民を置き、広島・長崎へ

の原爆投下をひきおこす一般的状況を作った。 

 ② たった一回対米抗議を行ったが、国体護持のため原爆投下を口実とした終戦が行われる

と占領目的に沿い、アメリカの原爆独占、核政策に協力。原爆被害を隠蔽、調査利用に協力。 

 ③ サンフランシスコ条約第１９条で賠償請求権を放棄。講和後も被爆者対策に消極的。戦

争責任、被爆者棄民への責任を回避。第９条にかかげられた平和に対する責任、第２５条、

１１条、９７条にかかげられた基本的人権の尊重、社会保障の政府責任を怠って来た。 

 

（３）「要求骨子」による援護法の性格、意義 ――「三つのほしょう」論 

 「要求骨子」は、まず、世界唯一の被爆国政府が、原爆被害を人間の「いのち」、「くらし」、「ここ

ろ」の全人間的被害として認識し、その認識の上に一方では核政策をやめさせるために全力をあげ、

他方では被爆者の「全人間的崩壊」に対応する「綜合的施策としての援護法」を制定することをその

基本としている。 

 被爆者援護法は「三つのほしょう」の性格の上になり立っている。 

○ 「被団協」新聞 第３号 1978.10.23 

一、原爆投下によっておきた被害に対して、国は責任をもってつぐないを――〈過去の補償〉 

二、被爆者の「からだ」「くらし」「こころ」の苦しみに対する保障を――〈現在の保障〉 

三、決して、ヒロシマ・ナガサキをくりかえさせぬ平和の保証を――〈未来の保証〉 

 

（４）「要求骨子」にもとづく運動の発展 

○ 各政党に「骨子」に基づく援護法案の作成を要請     【資料⑦】 

 厚生省前にテントを張った座り込み（５日間）を含む数次の中央大行動 

 国民的支援の広がり 

○ 野党共同援護法の国会提出（1974..3.29）とその提案理由    【資料⑧】 

原子爆弾被爆者援護法案 

目 的（第１条）：この法律は、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者及びその遺族が今

なお置かれている特別の状態にかんがみ、国家補償の精神に基づき、これらの者に対して医療の

給付、被爆者年金又は遺族年金の支給等必要な措置を講じ、もってこれらの者を援護することを
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目的とする。 

医療の給付（第８条）：厚生大臣は、被爆者の負傷又は疾病（遺伝性疾病、先天性疾病及び厚生大臣

の定めるその他の負傷又は疾病を除く。）について、…医療の給付を行う。〔認定制度の廃止〕 

被爆者年金（第１５条）：被爆者には、被爆者年金を支給する。 

４ 被爆者のうち政令で定める障害（原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことがあきらか

である負傷又は疾病による障害を除く。）の状態にある被爆者に支給する被爆者年金の額は、…

その障害の程度に応じ、二十四万円を超え、二百万円を超えない範囲内において政令で定める額

とする。〔障害の程度による加算〕 

５ 前項の障害の程度を定めるに当たっては、被爆者が原子爆弾の放射能を受けたことによる疾病

の特殊性を特に考慮すべきものとする。〔内部疾患の考慮〕 

 

提案理由の説明（国家補償の原則に立つ、被爆者援護法の理由） 

１．アメリカの原爆投下は国際法違反の犯罪行為。たとえサンフランシスコ条約で対米請求権を放

棄したものであっても、被爆者の立場からすれば、請求権を放棄した日本政府に対して国家補償

を要求する当然の権利のあることは明白 

  史上最初の核爆発の熱線と放射能による、はかり知れない人命と健康被害に目をつぶることは、

世界唯一の被爆国としての日本が恒久平和を口にする資格なし 

２．太平洋戦争を開始し、この人類未曾有の惨禍をもたらした一切の責任が、日本政府にあったこ

とは明白。とくに本土空襲、本土決戦の段階では、旧国民総動員法…、旧防空法や国民義勇隊に

よる動員体制の強化にみられるように、六十五才以下の男子、四十五才以下の女子―即ち、全国

民は国家権力によってその任務につくことを強制されていたことは紛れもな事実 

 以上の理由から、全被爆者とその遺族に対し、放射能被害の特殊性を考慮しつつ、現行の「軍属・

準軍属に対する援護法」に準じて、原爆被爆者援護法を提案することにした 

 

○ 政府・与党の対応 

・援護法と社会保障の中間の道（「第三の道」）検討、厚生省との交渉の窓口が公衆衛生局に 

・自民党本部における「被爆者援護法制定要求大会」（1974.3、「要求骨子」支持の自民議員４９人に） 

・特別措置法の改正 

 1974（昭 49）：特別手当を治ゆ後も支給、一般・特別被爆者の区別を廃止 

 1975（昭 50）：保健手当の新設、健康管理手当の年齢制限撤廃、家族介護手当の新設等 

 

 

Ⅲ 援護法制定運動・世論の高まりから「基本懇」設置へ 

（１）ＮＧＯシンポ、統一世界大会、市民懇の２０００万人署名 

○ 1977.7～8 ＮＧＯ被爆問題国際シンポジウム 

・シンポに先立つ被爆者調査（一般調査・医学調査・生活史調査） 

・３２年間語れなかった心の傷（助けられなかった、水をやれなかった…罪意識） 

・調査する側も、調査される側も、ともに変わった 
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・「被爆者」像の転換 

 「被爆者とは、私がえがいていたようなイメージではなく、あの被爆以来、何ものによっても

破壊されることのない人間の尊厳をもちつづけながら運動してきた尊敬すべき人たちである。

被爆者とは原爆の犠牲者としてのみ定義さるべきではない。それに抵抗してきた人々として定

義さるべきである。」（国際調査団 Ａ．カリアディン教授） 

・基調テーマ＝〈原爆〉は人間に何をしたか、人間は〈原爆〉に何をなすべきか 

 「この国際シンポジウムは核軍縮に人間の顔を与えた。そして日本のヒバクシャは、失われた

尊厳と社会をとり戻す方途を教えてくれている。我々は、我々が考える以上の意味において、今

やすべてヒバクシャである。」（アーサー・ブース「原爆と人間」、1978） 

 被爆者の獲得してきた反原爆思想（核兵器廃絶・被爆者援護法）のもつ人間的、普遍的な意味

が明らかにされ、被爆者たちは、自らの苦しみを語ることが核兵器をなくすことにつながること

への確信をもつことができた。 

・市民団体との共同、統一世界大会の開催、被爆問題市民団体懇談会の結成 

  援護法制定２０００万人署名運動の展開 

  署名用紙の改訂（1978 夏） 「要求骨子」にもとづく署名用紙→４項目の署名用紙 

一、ふたたび被爆者をつくらぬ決意を趣旨とする 

（のちに「ふたたび被爆者をつくるまいとの決意をこめ、原爆被害にたいする国家補償をお

こなうことを趣旨とする」に改訂） 

一、被爆者の健康管理と治療・療養を全額国庫負担で行う 

一、被爆者全員に被爆者年金を支給し、とくに障害をもつ者には障害年金を支給する 

一、原爆死没者の遺族に弔慰金と遺族年金を支給する 

 

（２）孫振斗訴訟の最高裁判決 1978.3.30 

○ 判例に見る「国家補償」の定義       【資料⑨】 

 

○ 社会保障制度審議会（会長・大河内一男）の答申 1979.1.29 

 「専門家による権威ある組織を設け昭和五十三年（1978年）三月の最高裁判決の趣旨を踏まえて、

速やかにこの問題に関する基本理念を明確にすべきである。」 

 

（３）基本懇設置（1979.6.8）  その審議内容と２回の意見陳述（1979.12.6、1980.5.20） 

原爆被爆者対策基本問題懇談会（厚生大臣の私的諮問機関、座長・茅誠司） 

 「戦時国際法に抵触するものであったとする場合に、国内法で国家補償を必要とするものなの

かどうか。国家補償を必要としないものならばどういう形態で対処すべきものなのか。その基本

から議論をしていただきたい」（橋本龍太郎厚相、1979.4.25 衆院社労委） 

 「その設立趣旨には「国家補償の精神に基づく」援護法をつくるとは言われていません」「基本

的に社会保障の立場にたった現行法の枠を守り、真の国家補償をさけようとする政府の意図が読

みとれる」（日本被団協「見解」、1979.5.2） 

○ 専門委員会、代表理事会での検討 

 「被団協」新聞におけるキャンペーン  伝えられる審議内容への批判も 
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   連載「基本懇答申を前に」（1980.4～12 ９回及び 80.10号外）   【資料⑩】 

○「要求骨子（改訂版）」の趣旨で陳述 

立法の趣旨 前文（目的） 

１．原爆被害の特質（総合性） 

 (１) 原爆攻撃は、（イ）未知の核兵器による奇襲攻撃により、退避する間もなく日常生活そのまま

の姿で殺傷、（ロ）住宅密集地域の中心部に投下され、非戦闘員を大量無差別に殺傷、（ハ）爆風、

熱線、放射能により、人間とその生を支える社会・自然環境を全面的、根絶的に破壊、（ニ）生き

残った被爆者の生命、経済・社会生活、精神の全面にわたる総合的破壊をもたらし、その被害は

持続し、時と共に拡大・深化 

 (２) 原爆被害の惨状は、被爆者を「人間破壊」に追いつめ、人間としての尊厳を蹂躙する反人間的

な兵器であることを明示。くり返されるなら、人類と地球上の全生命は根絶の危機におとし入れ

られるだろうことを立証している。 

２．原爆被害へのアメリカ・日本政府の責任 

 (１) アメリカ政府の責任 

① 戦争法規の精神に明白に違反する重大な犯罪行為、② 占領下の被害隠蔽、ＡＢＣＣを通じ被

爆者を研究対象とし治療しなかった人道にもとる行為、③ 原爆使用により、たえざる核軍拡競争

と人類絶滅への道を開き、人類の未来を不安におとしいれた反人道の行為 

以上にてらし、被爆者は、アメリカ政府に対し損害賠償を要求する権利をもつ。 

 (２) 日本政府の責任 

① 戦争開始・遂行責任、② 賠償請求権放棄の責任、③ 被爆者放置の責任 

３．核兵器のない平和な世界建設への国家責任と被爆者への補償責任 

 日本政府は、世界に核兵器禁止を積極的に訴える義務がある。国内においては被爆者の基本的

人権（平和に生きる権利、幸福追求の権利）の全面的回復につくす具体的施策によって裏づけら

れていなければならない。これは、国が核兵器による被害の甚大さ、過去、現在と続く被爆者の

苦しみへの国の責任をみとめることであり、そのつぐないをすることである。 

 国が核兵器禁止を世界に呼びかけることと、核兵器の被害者に「援護法」を制定することは、

表裏一体をなすもの。国は、被爆者に対するみずからの責任への反省の上にたち、核兵器禁止へ

の強固な決意のもとに、国家補償の精神にもとづく被爆者援護法をただちに制定すべきである。 

援護法案の試算         【資料⑪】 

署名４項目の要求に絞り込み 

 

○ 基本懇委員からの質問 

１．被爆者の犠牲の上に日本の平和がつくられたという論拠で、国家補償とできるか（大河内） 

  → そういうことも考えられる、そういう主張も排除はしない（伊東） 

２．被爆者の実状、生活の実態に関する資料はあるか（茅） 

○ 次回再聴取に向けて、厚生省から提示された論点 

１．賠償請求か損失補償か 

２．制度の充実（金額、年金化）か、精神（責任の明確化）か 
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  対象の範囲 

  一般戦災者との区別、原爆を特別とする理論的根拠 

３．「戦争終結」論について 沖縄との区別 

 

○「平和の礎」論についての検討、批判 

・国家補償にもとづいた援護法をつくるべきだが、それに必要な論拠を探そうとしている印象。 

・八者協議会（広島・長崎県市の首長、議長）から出た「平和の礎」論について、広島現地で問題

になっているらしい。基本懇で「平和の礎」論が出てきたら、どうするか？ 

・原爆投下についてのアメリカ側の主張（戦争終結論）を認めることになる。 

・「礎」論から本当に国家補償が出てくるのか？ 

・一般戦災者と違うとする論拠、「戦争責任」をかわすためのもの 

・援護法の論拠が争点 論拠が援護法の中身を規定する。 

・最高裁判決のいう戦争責任と「平和の礎」論との関係は？ 

・遺族援護法：国に殉じた人たちに国が手厚い援護をすることは国として当然 

・被爆者の尊い犠牲の上に今日の平和が建設されたという「平和の礎」論は、今までの運動過程

にあるし消えていない。 

・被爆者の心情としても手放しで言えるものではない。 

・それを国家補償の主な論拠とすることはしない。 

・被爆者年金の存在の平和への貢献」の表現は、「骨子（改訂版）」には入れない。 

   →「被団協」新聞での批判（高橋、今堀意見への小西反論など）  【資料⑫】 

○ 「基本懇における討議の内容」への批判、予想される答申への反論の準備 

 

 

Ⅳ「基本懇」意見 1980.12.11 ―― 被爆者の要求を阻む壁が明らかに 

（１）「基本懇」意見の概要 

 「およそ戦争という国家の存亡をかけての非常事態のもとにおいては、国民がその生命・身体・財

産等について…何らかの犠牲を余儀なくされたとしても、それは、…国民がひとしく受忍しなければ

ならないところである」。 

 しかし、「原爆放射線による健康上の障害…この点が一般の戦災による被害を比べ、際立った特殊

性をもった被害である」。 

 したがって、この「「特別の犠牲」について、…結果責任として、戦争被害に相応する「相当の補

償」を認めるべき」であり、この「趣旨」において「国は原爆被害者に対し、広い意味における国家

補償の見地に立って被爆者の実態に即応する適切妥当な措置対策を講ずべきものと考える。」 

 しかし、「第一に、国家補償の見地に立って考えるというのは、…国の完全な賠償責任を認める趣

旨でない」。「第二に、原爆被爆者に対する対策は、…他の戦争被害者に対する対策に比し著しい不均

衡が生ずるようであっては…社会的公正を確保するゆえんでもない。」「第三に、原爆被爆者対策は、

国家補償の見地に立って基本的には、国の責任において行うべきであるとしても、その具体的内容は、

結局は被爆者の福祉の増進を図ることを狙いとするものであ」る。 
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（２）被爆者たちの怒りのこえ 

○ 原爆二法が被爆者を救う道でない、もの足らない。これをいかにして解決するかということのた

めに、基本懇が設けられたのだと思う。ところが、ほとんどそれがとり上げていない。被爆者がどん

なに苦しんでいるか、原爆というものがどんなに恐ろしいものであるか、これを知らない人の机上の

空論だ。できれば、そういう人びとの上へいっぺん原爆をドーンと落してみればいい。（広島・桧垣

益人） 

○ これでは、核武装に手を貸すことになる。憲法を変えよう、変えなければならない、という声も

出ているなかで、核武装を肯定することになると思う。…こうなれば、ただ被爆者の問題でなくて、

全国民への挑戦だと、私は受けとっています。これでは、死んだ人たちの霊も、とても安らかに寝れ

たもんではないと思います。…私たちの子どもや孫の上に原爆を、水爆を、落としてはいけないとい

うことを盛り込んだ援護法がなぜ通らないんでしょうか。（長野・前座良明） 

○ 基本懇だ、理念だ、１年半もわれわれを待たせて何です。何が学者でしょうか。世界でたった一

つの被爆国です。われわれは核兵器を使用したアメリカに対して、どんなにきびしい抗議をしても足

りない。日本の政府は、…遺族の方々に弔慰金を出せない、このぐらいのことが。心から反省をして、

戦争に加担したやつたちも、遺族に対して土下座をして謝って、そして日本は再び戦争をしませんと、

被爆者に言うべきだ。（長崎・山口仙二） 

 

（３）基本懇「意見」に対する反論、批判 

○ 被団協は、基本懇「意見」が発表されたその日のうちに、「声明」と「見解」を発表。 

 「国の戦争責任の回避」「原爆批判の欠落」をきびしく批判した。 

○ 基本懇は、何を「受忍」させようというのか？―― 核戦争、原爆被爆それ自体の「受忍」 

○ 結果責任としての「広い意味における国家補償」の見地とは？ 

 広い意味であれ、結果責任であれ、「国家補償」である以上（原爆被害が戦争被害であるという事

実を認めざるをえない以上）、当然に「特別の犠牲」（＝放射線の晩発障害）や、「相当の補償」「被

爆者の福祉の増進」「必要の原則」（これは社会保障）に結びつくものではない。 

○ しかも、「受忍」論については、基本懇のなかでまともにとり上げて議論された形跡がない。 

 

Ⅴ「受忍」政策をのりこえるために 

（１）「基本懇」前後の理論活動のポイント 

  被団協の議論の場 

 総会――代表者会議――代表理事会――各ブロック――各都道府県被団協 

       事務局会議 

 各種委員会（要求骨子検討特別委員会） 

 専門委員会 

  議論の土台 

 行宗一さん（代表委員）の発言（1979.6.30 専門委員会） 

「過去にどういった法律があったか（にしばられることはない）。原爆は世界で初めての

もの。援護法は日本が初めて考えねばならない法律だ。あたらしい憲法の条文にもとづ

いて、新しい理念を入れての法律に。」 
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    高橋健さん（専門委員会委員長）の発言（1981.9.12 専門委員会） 

  「被爆者運動は、法律の枠内でやる運動ではない」 

 

○ 受忍論をめぐって 

  ・受忍論は、戦争責任論を確立しないと突破できない 

  ・基本懇は統治行為といったが、国の戦争遂行権を認めることができるのか 

  ・国はどんな被害でも国民に受忍させることができるのか 

○ 「被爆者援護法」とは、「原爆被害にたいする国家補償」の制度（署名用紙の改訂） 

  ・被害を補償すること＝被害を「受忍」させないこと 

○ 被害→責任→補償（制度内容）一貫したものに  「３つのほしょう」の二元論を克服 

・原爆被害（全体像）の把握が決め手 

・被害論（原爆のもたらした人間被害の特殊性）が責任論（国の戦争責任）に結びつく 

・被害の結果について国として容認できない絶対的、否定的評価があれば、補償に結びつく 

○ 援護法を制定すべき国の責任とは？ 

 「３つの責任論」の整理 

  ① 国の戦争責任 → 国の戦争責任こそが基本 

  ② 対米請求権の放棄 

  ③ 放置責任 

  戦争責任を国民の手で追及し、けじめをつける――平和憲法が根づくための条件 

   もう戦争はやらない。これから戦争を起したら、私たちの責任だ。 

○ アメリカ政府の責任をめぐって 

  援護法は国に対する制度要求 

  → アメリカの投下責任は、それとして独立に追及（1982.1.25 専門委員会） 

  アメリカの投下責任を追及しうる政府にどうしたらできるか？ 

 日本政府が原爆否定、戦争否定の立場に立ち、日本の戦争責任を明確にしたうえでないと、

説得性をもたない。 

 

（２）死没者・遺族対策の前進のために 1982.10 

死んだ者よりは生きている者が先に、という声も 

死没者に対する償いこそが国家補償制度の根幹 

 

（３）「被爆者要求調査」 1983.11～1984.3 

 「ふたたび被爆者をつくらない」74％―― 被爆者の願いの最大公約数 

 

Ⅵ「要求骨子」の検討～「原爆被害者の基本要求」策定へ 

（１）「要求骨子」の何が検討課題となったのか 

  立法趣旨と要求項目がつながらない 

  援護法を制定すると、なぜふたたび被爆者をつくらないことになるのか 
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（２）「基本要求」策定過程の議論のポイント 

 ① 原爆否定（核兵器＝絶対悪の反人間的兵器） 

  前文「人間として死ぬことも人間らしく生きることも許さない絶対悪の兵器」 

 ② 二大要求（核兵器廃絶と援護法の制定）の不可分の関係の定式化 

「広島・長崎の犠牲がやむをえないものとされるなら、それは、核戦争を許すことにつながりま

す」「援護法の制定は、国が原爆被害を補償することによって、「核戦争（被害）を拒否する権利」

をうち立てるもの」 

 ③ 国家補償の４つの柱 

  「原爆被害にたいする国家補償をおこなうことを趣旨とする」 

  死没者・遺族へのつぐないを２番目の柱に 

 ④ 原爆を投下したアメリカの責任 

  「人類史上において犯した罪は、核兵器を廃絶することによってしか償うことはできない」 

  「謝罪」要求の是非 

 ⑤ 日本政府の責任 

  戦争責任（戦争を遂行し原爆被害をもたらした責任）が基本 

  「侵略戦争」の責任？（侵略であれ何であれ、戦争を全面的に否定する方が正しいのでは？） 

 ⑥ 被爆者の歴史的使命 「平和の礎」論の読みかえ 

 二大要求の実現によって、「人類が二度とあの“あやまちをくり返さない”ためのとりでをき

ずくこと」 

 ⑦ 二大要求と緊急要求の関連 

  「緊急要求がすべて実現しても、それによって「国家補償」が実現するものではない」 

  「実現されるべき援護法の内容をより充実させるものでもある」 

 ⑧ 加害と被害をどうとらえるか 

 国が起こした戦争の責任を追及しつづけることによって、ふたたび被爆者をつくらない（被害

者にも加害者にもならない）、再び国にあやまちを起こさせない、私たちもそのお先棒を担がな

いという反省をこめた運動。戦争した国の国民自身の責任のとり方でもある。 

 ⑨ 他の戦争被害との関連 

  「在外被爆者、外国人被爆者、核実験被害者などに対する補償制度の根幹となる」 

  「一般市民の戦争被害に対する補償にも道をひらく」 

 

（３）「基本要求」による国民的合意の形成をめざして 

３点セットの運動       【資料⑬】【資料⑭】 

① 「ふたたび被爆者をつくらない」ための国民署名 

② 衆参国会議員の賛同署名 

③ 地方議会の援護法制定促進決議 

 

私たちにとっての被爆者援護法（原爆被害にたいする国家補償）の意味 【資料⑮】【資料⑯】 
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ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会 

《被爆者運動に学び合う 学習懇談会》シリーズ 4-(2) 

「原爆被害への国家補償」について考え合う 

＝＝ 「要求骨子」から「基本要求」へ・その２＝＝ 

2016.7.23 栗 原  淑 江 

 

【きょうの課題】 

１９７０～１９８０年代の被爆者運動における「国家補償論」の発展の道筋（概要）をたどってみ

た前回報告の要点（論点）を整理し、それぞれの柱ごとに、当時の被爆者運動が何をどのように提起

していたのかを深めてみたい。 

 

１．施策の対象となる原爆被害とは？ 

● 国の施策の対象 

：原子爆弾の被爆者が今なお置かれている健康上の特別の状態…健康の保持及び向上をはかる 

：原子爆弾の傷害作用に起因／現に医療を要する状態にある／当該負傷又は疾病が原子爆弾の放

射能に起因するものでないときは、治ゆ能力が原子爆弾の放射能の影響を受けているため現に治

療を要する状態にある場合 

○ 被団協の主張 

：原爆被害者とは、原爆障害者及び原爆死没者ならびにそれ等の者の同一世帯員（略）をいう。 

 原爆被害者は ①国の責任において遂行した戦争による犠牲であり、②原爆という当時において

は予想を絶する特殊兵器によるものであるから、…③全く個人の責任範囲外の被害である 

 

２．「国家補償」要求の４項目（制度のなかみ） 

 １）認定制度の撤廃 

 

 ２）「被爆者年金」の要求  ここに込められたものは？ 

○ 『つるパンフ』の１３項目の要求 から「原爆被害者援護法案のための要求骨子」へ 

：原爆投下以来今日までの精神的苦しみに対する慰謝料や、家屋、財産の喪失に対する賠償金な

どの複雑な問題は留保 → 財産についての補償は保留 

○ 「原爆被害者の基本要求」1984.11 

 被爆者の苦しみは「被爆者であること」それ自体です。原爆被害は決して基本懇がいうような

「放射線晩発障害」だけではありません。被爆者年金は、被爆したために、生きている限り背負

いつづけなければならない身体的・精神的な苦痛や不安、社会生活上の困難などの原爆被害を償

うものです。 

 

 ３）原爆死没者の位置づけ 



‐２‐ 

 

○ 被団協の主張 

死没者・遺族対策の前進のために 1982.10 

 核戦争最大の犠牲者である死没者とその遺族については何の調査もしようとはせず、その

数の把握すら…しませんでした。このことは、原爆被害の実態についての認識をゆがめるば

かりでなく、…その真相をおおいかくすことになり、その責任は重大 

死没者に対する償いこそが国家補償制度の根幹 （「基本要求」） 

「原爆の最大の犠牲者は死没者です。およそ被害補償制度にして、死没者補償を含まないも

のはありえません。弔慰金と遺族年金は、国としてその非業の死に対する弔意を示すととも

に、家族の被爆と死によって長く苦しい人生をたどらされた遺族に対する償いの意味をもつ

ものです。」 

● 国の対応 

〔基本懇「意見」〕 

（弔慰金、遺族年金の支給について）数限りない悲惨な戦災者との均衡を無視することは、社会

的公正を実現するゆえんとはいいえず、国民的合意を得ることはむずかしい。 

旧軍人軍属等に対する援護策は国と特殊の法律関係にあった者に対する国の施策として実施さ

れているもので、…これと同一視するわけにはいかない。 

〔援護に関する法律〕 

 「生存者対策」としての特別葬祭給付金（「基本要求」パンフ p.52、政府答弁） 

 

 ４）「原爆被害者援護法」の定義＝原爆被害にたいする国家補償 

 

３．原爆被害をもたらした日本政府の責任 

○ 援護法を制定すべき国の責任とは？ 

 

４．二大要求（核兵器廃絶と原爆被害への国家補償）の関連 

被爆者の何よりのねがいは「ふたたび被爆者をつくらない」こと（「被爆者要求調査」1984） 

日本被団協結成以来かかげて来てはいるが、その関連は６０年の間、つねに一様だったわけではない 

１）原水爆禁止運動のなかで  原水爆の禁止と被爆者救援
．．

は「車の両輪」 

２）原水爆禁止運動の分裂の嵐のなかで 

３）被爆者運動の自立 被爆者ならではの要求で統一 『つるパンフ』以降の援護法要求と運動 

４）「基本要求」 

 前提に、原爆の絶対否定（人間として死ぬことも生きることも許さない絶対悪の兵器） 

 原爆被害をもたらした米日両政府の責任を明確に 

 米日両政府への要求（責任のとり方）を「二大要求」として定式化 

 同時に、二つの要求の不可分の関係を明確にする 

５）「ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名」の提起 

 

５．その他 



































’一

【資料⑭】3点セットの運動 1989年12月16日付毎日新聞＝略＝

首相と6閣僚に官房長官が“お目玉”

被爆者援護法案「不用意に支持の署名」

（記事の概要）

15日午前、野党共同提案の「原子爆弾被爆者等援護法」案が与野党逆転の参

院本会議で可決。これに先立つ閣議で、日本被団協による援護法の即時制定を求

める署名に海部俊樹首相をはじめ現職閣僚6名が賛同署名をしていることがと

り上げられ、森山官房長官が署名撤回を要請し、 「署名、発言には十分注意」す

るようクギを刺した。

署名をしていたのは、首相ほか、中山外相、水野総務庁長官、松永通産相、大

石郵政相、福島労相、石井国土庁長官の6名。

17














